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タブレット端末の貸出しについて 

  

保護者の皆様におかれましては、新型コロナウイルス感染症対策のための臨時休校について、ご

理解とご協力をいただきありがとうございます。 

さて、臨時休校期間が５月３１日まで延長され、児童生徒の家庭での生活や学習の支援をさらに

充実させていくことが重要となってきました。家庭学習を充実させるためには、これまでのプリン

ト学習に加えて、インターネットやテレビ等を活用した学習が有効であると考えます。そこで、みどり

市教育委員会としては、各学校にすでに導入済みである「ｅライブラリ」を用いて、インターネットを

活用した家庭学習を支援していくことにしました。 

しかしながら、すべてのご家庭でインターネットを活用した家庭学習を行うことが難しいことから、

インターネット上にある「ｅライブラリ」の教材をあらかじめインストールしたタブレット端末の貸出

しを行うことにしました。このタブレット端末を使用することにより、家庭にインターネット環境がな

くてもオンライン学習と同じように学習に取り組むことができます。 

つきましては、タブレット端末の貸出しに関わるお知らせを下記にまとめましたので、ご希望される

場合は、期限までに学校へご連絡をお願いいたします。 

 

記 

１ 学校への連絡期限について 

 ・令和２年５月１３日（水）１６：３０までにご連絡ください。 

 ※貸出し希望者の全体数を把握するために連絡期限を設けさせていただきました。 

 

２ 貸出し対象者について 

※貸出しできるタブレット端末数には限りがありますので、貸出しの優先条件を下記①②③の順とさ

せていただきます。 

 ※上記の場合以外で、貸出し希望がある場合は、学校にご相談ください。 

  

３ その他 

・タブレット端末は、希望した児童生徒一人一人のＩＤやパスワードを設定し、学年に合った教材を 

インストールしてからのお渡しとなりますので、連絡をいただいてからお渡しまで数日かかる見込 

みです。 

・ご不明なことがありましたら、学校までお問い合わせください。 

 

 

 

 

①家庭にインターネット環境がない。 

②通信量が多くなると、通信が遅くなったり、通信料が高額になったりする。 

③保護者の携帯端末等を使用するため、昼間の時間帯はインターネット環境がない。 

【問い合わせ】 

みどり市立大間々南小学校 TEL 72-1274 

みどり市教育委員会学校教育課 TEL 76-9845 


